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資

料

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
「
妻
の
法
定
抵
当
権
」
の
概
要
㈡

｜
オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
の
所
説
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
｜

香

山

高

広

目
次

一

は
じ
め
に

二

成
立
要
件

三

被
担
保
債
権
（
以
上
、『
法
政
研
究
』
第
七
三
巻
第
一
・
二
合
併
号
）

四

目
的
物

１

夫
の
財
産

２

共
通
制
の
後
得
財
産

五

制
限
・
縮
減

１

目
的
物
の
限
定

２

制
限

３

縮
減

六

夫
破
産
時
に
お
け
る
法
定
抵
当
権
の
制
限

１

破
産
債
権
者
の
保
護

２

目
的
物
の
限
定

３

被
担
保
債
権
の
限
定

４

要
件
（
以
上
、
本
号
）

七

順
位
取
得
日

八

消
滅

九

む
す
び
に
か
え
て

四

目
的
物

１

夫
の
財
産

⑴

夫
の
固
有
財
産

三
〇

法
定
抵
当
権
の
目
的
は
「
夫
の
財
産
」（
二
一
二
一
条
）

又
は
「
夫
の
不
動
産
」（
二
一
三
五
条
二
号
イ
）
で
あ
る
（
以
下

「
夫
の
財
産
」
と
い
う
。）。
し
た
が
っ
て
、

夫
の
固
有
財
産
」
は

「
夫
の
財
産
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
当
然
に
法
定
抵
当
権
の
目
的

と
な
る
。
ま
た
、

法
定
抵
当
権
者
は
、
債
務
者
が
所
有
す
る
不
動

産
及
び
債
務
者
が
将
来
所
有
す
る
不
動
産
の
す
べ
て
に
つ
き
、
そ
の

権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
二
一
二
二
条
本
文
）。
す
な
わ

ち
、
法
定
抵
当
権
は
、
現
在
財
産
及
び
将
来
財
産
の
す
べ
て
を
目
的
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と
す
る
、
包
括
抵
当
権
で
あ
る
。
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
を
特
定
し

な
い
理
由
に
つ
き
、
ト
ロ
ン
シ
ェ
（F

ra
n
ço
is
 
D
en
is
 
T
R
O
N
-

C
H
E
T
,
1726

1806

）
は
一
八
〇
四
年
法
の
制
定
過
程
に
お
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
曰
く
、

法
定
抵
当
権
が
包
括
抵
当
権
で
あ

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
一
致
し
て
い
る
。
…
と
こ
ろ
で
、

妻
…
の
法
定
抵
当
権
に
つ
き
、﹇
そ
の
目
的
物
を
﹈
特
定
す
る
こ
と

は
不
可
能
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
…
﹇
と
い
う
の
も
、﹈
婚
姻
が

始
ま
っ
た
時
点
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
夫
は
不
動
産
を
所
有
し
て

い
な
い
以
上
、﹇
法
定
﹈
抵
当
権
の
対
象
物
が
存
在
し
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る75

）」。

三
一

法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
（
又
は
、
な
ら
な
い
）、
夫

の
固
有
財
産
は
具
体
的
に
は
以
下
で
あ
る
（⇒
①－

⑥
）。

①

夫
が
婚
姻
挙
式
時
に
所
有
し
て
い
た
不
動
産
は
、
法
定
抵
当

権
の
目
的
と
な
る76

）。

②

夫
が
婚
姻
中
に
所
有
す
る
に
至
っ
た
不
動
産
は
、
法
定
抵
当

権
の
目
的
と
な
る77

）。
交
換
に
よ
り
取
得
し
た
不
動
産
に
つ
い
て
も
同

様
で
あ
る78

）。
こ
れ
ら
の
不
動
産
は
取
得
の
瞬
間
か
ら
法
定
抵
当
権
の

目
的
と
な
る
が
、
一
八
五
五
年
法
以
降
に
お
い
て
は
、
妻
は
、
夫
が

不
動
産
の
譲
渡
証
書
（a

cte d
’a
lien

a
tio
n

）
を
謄
記
す
る
前
に

（
夫
の
）
前
主
か
ら
権
利
の
設
定
を
受
け
た
第
三
者
に
対
し
て
、
法

定
抵
当
権
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
一
八
五
五
年
法
三
条
一

項
・
六
条
一
項79

））。

③

夫
が
婚
姻
解
消
後
に
取
得
し
た
不
動
産
は
、
法
定
抵
当
権
の

目
的
と
な
る80

）。
婚
姻
解
消
後
に
お
い
て
は
、
夫
は
す
で
に
夫
で
は
な

い
の
で
、
こ
れ
は
厳
密
に
は
「
夫
の
財
産
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、

二
一
二
二
条
の
文
言81

）、
又
は
一
八
〇
四
年
法
が
「
夫
」
と
い
う
表
現

を
「
前
夫
（ex

-m
a
ri

）」
の
意
味
で
用
い
る
場
合
が
あ
る
（
一
五

七
一
条82

））
こ
と
を
理
由
に
、
こ
の
結
論
は
一
般
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
。

④

夫
の
相
続
人
の
固
有
財
産
は
、
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な・
ら・

な・
い・
。83

）

⑤

夫
が
婚
姻
挙
式
前
に
譲
渡
し
た
不
動
産
は
法
定
抵
当
権
の
目

的
と
な・
ら・
な・
い・
。
た
だ
し
、
一
八
五
五
年
法
以
降
に
お
い
て
、
夫
か

ら
不
動
産
を
譲
り
受
け
た
者
が
夫
の
婚
姻
挙
式
後
に
謄
記
を
し
た
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
（
一
八
五
五
年
法
三
条
一
項
・
六
条
一

項84
））。⑥

夫
が
婚
姻
挙
式
前
に
譲
渡
し
た
不
動
産
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

譲
渡
が
解
除
条
件
付
で
あ
り
、
か
つ
、
婚
姻
挙
式
後
に
解
除
条
件
が

成
就
し
た
と
き
は
、
そ
の
不
動
産
は
、
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る85

）。

⑵

解
除
条
件
付
取
得
財
産

三
二

夫
の
固
有
財
産
は
、
夫
が
そ
の
「
奪
わ
れ
る
こ
と
の
な
い

所
有
者
（p

ro
p
rieta

ire in
co
m
m
u
ta
b
le 86

）
）」
と
な
っ
た
と
き
に
限
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り
、
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
夫
が
解
除
条
件

付
で
不
動
産
を
取
得
し
た
と
き
は
、
解
除
条
件
成
就
に
よ
り
、
そ
の

不
動
産
は
遡
及
的
に
法
定
抵
当
権
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な

る
（
二
一
二
五
条
参
照87

））。
し
か
し
、
一
八
〇
四
年
法
は
、
こ
の
原

則
に
対
し
て
二
つ
の
例
外
を
認
め
る
（⇒

①－

②88
））。

①

贈
与
者
は
、
受
贈
者
だ
け
の
先
死
の
場
合
又
は
受
贈
者
及

び
そ
の
卑
属
の
先
死
の
場
合
に
つ
き
、
復
帰
権
（d

ro
it
 
d
e

 
reto

u
r

）
の
合
意
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
九
五
一
条
）。
こ
の
贈

与
者
の
権
利
は
約
定
復
帰
権
（reto

u
r co

n
v
en
tio
n
n
el

）
と
い
わ

れ
る
が
、
こ
れ
が
行
使
さ
れ
る
ま
で
に
受
贈
者
が
目
的
財
産
に
抵
当

権
を
設
定
し
た
と
き
は
、
復
帰
権
の
行
使
に
よ
り
、
そ
れ
を
目
的
と

す
る
抵
当
権
は
遡
及
的
に
消
滅
す
る
（
九
五
二
条
本
文
）。
し
か
し
、

「
嫁
資
及
び
夫
婦
財
産
制
約
定
の
抵
当
権
に
つ
い
て
は
、
受
贈
者
た

る
夫
婦
の
一
方
の
他
の
財
産
が
十
分
で
な
く
、
か
つ
贈
与
が
こ
れ
ら

の
権
利
及
び
抵
当
権
が
生
じ
た
の
と
同
一
の
夫
婦
財
産
契
約
で
さ
れ

て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」（
九
五
二
条
但
書
）。
つ
ま
り
、

夫
の
財
産
が
不
十
分
で
あ
り
、
か
つ
、
嫁
資
設
定
及
び
夫
婦
財
産
制

約
定
が
贈
与
と
同
一
の
夫
婦
財
産
契
約
で
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
例

外
的
に
、
復
帰
権
の
目
的
不
動
産
は
、
嫁
資
（⇒

二
一－

二
二
）
及

び
夫
婦
財
産
制
約
定
（⇒

二
三－

二
五
）
を
被
担
保
債
権
と
す
る
範

囲
で
、
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
さ
れ
る
ま
ま
で
あ
る
。

②

受
贈
者
、
指
定
相
続
人
（h

eritier in
stitu

e

）
又
は
受
遺

者
（leg
a
ta
ire

）
が
、
与
え
ら
れ
た
物
を
保
持
し
、
か
つ
そ
れ
を

第
三
者
に
返
還
す
る
義
務
を
負
う
処
分
」（
八
九
六
条
二
項
）
の
こ

と
を
「
補
充
指
定
（su

b
stitu

tio
n

）」
と
い
う
。
こ
こ
で
、
財
産
を

与
え
ら
れ
、
そ
れ
を
第
三
者
に
返
還
す
る
義
務
を
負
う
者
は
「
継
伝

義
務
者
（g

rev
e

）」
と
、
継
伝
義
務
者
か
ら
財
産
を
返
還
さ
れ
る

者
は
「
継
伝
指
定
者
（a

p
p
ele

）」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
処
分
は
、

す
べ
て
、
受
贈
者
、
指
定
相
続
人
又
は
受
遺
者

に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
無
効
で
あ
る
」（
八
九
六
条
二
項
）。
す
な

わ
ち
、

補
充
指
定
は
禁
止
さ
れ
る
」（
八
九
六
条
一
項
）。
し
か
し
、

例
外
的
に
、
処
分
者
が
父
母
、
継
伝
義
務
者
が
子
、
継
伝
指
定
者
が

子
の
子
（
つ
ま
り
処
分
者
の
孫
）
で
あ
る
場
合
（
一
〇
四
八
条
）、

及
び
継
伝
義
務
者
が
処
分
者
の
兄
弟
姉
妹
、
継
伝
指
定
者
が
処
分
者

の
兄
弟
姉
妹
の
子
（
つ
ま
り
処
分
者
の
甥
姪
）
で
あ
る
場
合
（
一
〇

四
九
条
）
は
、
有
効
に
補
充
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
八
九
七

条
）。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
継
伝
義
務
者
は
、

補
充
指
定
に
よ
り
所
有
権
を
取
得
し
た
補
充
指
定
財
産
（b

ien
s

 
su
b
stitu

es

）
を
抵
当
権
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の

抵
当
権
は
補
充
指
定
開
始
と
と
も
に
消
滅
し
、
継
伝
指
定
者
は
負
担

の
な
い
財
産
の
返
還
を
受
け
る
。
と
い
う
の
も
、
継
伝
義
務
者
は
、

解
除
条
件
付
で
所
有
権
を
取
得
し
た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る89

）。
し

一九世紀フランス法における「妻の法定抵当権」の概要㈡（香山）

（79-４- ）965 27



か
し
、

継
伝
義
務
者
の
妻
は
、
嫁
資
金
銭
の
元
本
に
つ
き
、
そ
の

担
保
の
た
め
に
継
伝
義
務
者
の
財
産
が
十
分
で
な
く
、
か
つ
遺
言
者

が
そ
れ
を
明
確
に
命
じ
た
場
合
に
限
り
、
返
還
す
べ
き
財
産
に
補
助

的
請
求
（reco

u
rs su

b
sid
ia
ire

）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
一

〇
五
四
条
）。
つ
ま
り
、
夫
が
継
伝
義
務
者
と
な
っ
た
場
合
に
お
い

て
、
夫
の
補
充
指
定
財
産
以
外
の
財
産
が
不
十
分
で
あ
り
、
か
つ
、

遺
言
者
が
補
充
指
定
財
産
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
こ
と
を
明

確
に
命
じ
て
い
れ
ば
、
妻
は
、
例
外
的
に
、
嫁
資
金
銭
の
元
本
の
返

還
の
た
め
に
、
継
伝
指
定
者
（
す
な
わ
ち
夫
の
子
）
の
所
有
に
帰
し

た
補
充
指
定
財
産
に
対
し
て
法
定
抵
当
権
を
有
す
る
。
な
お
、
一
〇

五
四
条
は
「
遺
言
者
」
と
規
定
す
る
が
、
こ
の
規
定
は
遺
贈
に
よ
る

補
充
指
定
だ
け
で
な
く
、
生
前
贈
与
に
よ
る
補
充
指
定
に
も
適
用
さ

れ
る90

）。
75
）

F
en
et,

t.
X
V
,
p
.321.

76
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

264,
p
.201,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1000,

p
.

111.

77
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

264,
p
.202,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1000,

p
.

111.

78
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

264,
p
.202,

tex
te et n

o
te 4;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1000,
p
.111.

79
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264,
p
.202,

tex
te et n

o
te 6.

80
）

R
eq
.
17 ju

ill.
1844,

J
.
G
.,
v
°P
riv.

et h
yp.,

n
°879,

S
.1844.

1.
641.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264,
p
.202,

tex
te et n

o
te 3;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1000,
p
p
.111

112.

81
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264,
p
.202,

n
o
te 3.

82
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1000,

p
.112.

83
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

264,
p
.202,

tex
te et n

o
te 5;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1002,
p
p
.113

114.

84
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264,
p
p
.202

203,
tex

te et n
o
te

 
7.85

）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264,
p
.203,

tex
te et n

o
te 8.

86
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.225,

tex
te.

87
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.225,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1001,

p
.

112.

88
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.225,

tex
te et n

o
te 28;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1001,
p
p
.112

113.

89
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
V
II,

696,
p
.350,

tex
te.
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90
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
V
II,

696,
p
p
.350

351,
n
o
te 72.

2

共
通
制
の
後
得
財
産91

）

⑴

妻
の
選
択
権

三
三

共
通
制
に
お
け
る
後
得
財
産
は
共
通
財
産
で
あ
り
（
一
四

〇
一
条
三
号
）（⇒

四
①
）、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
厳
密
に
は
夫
婦

の
不
動
産
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

夫
の
財
産
」
を
目
的
と
す
る
法
定

抵
当
権
が
後
得
財
産
を
目
的
と
す
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

共
通
制
解
消
後
、
妻
は
共
通
財
産
を
放
棄
す
る
か
、
又
は
承
認
す

る
か
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
一
四
五
三
条
）（⇒
四
③
）、
そ
れ
に

応
じ
て
後
得
財
産
は
異
な
る
性
格
を
取
得
す
る
。
そ
し
て
、
法
定
抵

当
権
が
後
得
財
産
を
目
的
と
す
る
か
ど
う
か
は
、
妻
の
選
択
権
行
使

の
結
果
に
よ
り
後
得
財
産
が
得
た
性
格
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
（⇒
三

四－

三
五
）。

⑵

共
通
財
産
の
放
棄

三
四

一
八
〇
四
年
法
は
、

相
続
財
産
を
放
棄
し
た
相
続
人
は
、

相
続
人
で
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」（
七
八
五
条
）
と
規
定

す
る
一
方
、
共
通
財
産
の
放
棄
の
効
力
を
規
定
し
な
い
。
し
か
し
、

相
続
放
棄
と
同
様
に
、
共
通
財
産
放
棄
の
遡
及
効
に
よ
り
妻
は
共
通

財
産
の
所
有
権
を
有
さ
な
か
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る92

）。
そ
の
結
果
、

共
通
財
産
放
棄
に
よ
り
、
後
得
財
産
は
夫
の
固
有
財
産
と
混
同
さ
れ
、

法
定
抵
当
権
は
、
夫
の
固
有
財
産
と
同
様
に
後
得
財
産
を
目
的
と
す

る93
）。

こ
の
結
論
は
、
共
通
財
産
解
消
前
に
夫
が
第
三
者
に
後
得
財
産

を
処
分
（
抵
当
権
設
定
又
は
譲
渡
）
し
て
い
た
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、

認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
妻
が
第
三
者
に
対
し
て
後
得
財
産
を
目
的

と
す
る
法
定
抵
当
権
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
法
定

抵
当
権
の
順
位
が
第
三
者
の
権
利
に
優
先
す
る
こ
と
に
加
え
、
妻
が

夫
に
よ
る
処
分
に
参
加
（co

n
co
u
rs

）
し
て
い・
な・
い・
場
合
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い94

）。

⑶

共
通
財
産
の
承
認

三
五

一
定
の
事
由
（⇒

四
③
）
が
生
じ
た
場
合
は
、
妻
は
共
通

財
産
を
承
認
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
共
通
財
産
の
積
極
財
産

は
分
割
さ
れ
、
消
極
財
産
の
分
担
が
決
め
ら
れ
る
（
一
四
六
七
条
）。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
後
得
財
産
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
（⇒

①－

④
）。

①

共
通
制
解
消
前・
に
夫
が
後
得
財
産
を
処
分
し
た
と
き
は
、
処

分
行
為
に
妻
が
参
加
し
た
か
ど
う
か
を
問
わ
ず95

）、
妻
は
、
後
得
財
産

が
法
定
抵
当
権
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
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で・
き・
な・
い・
。96

）
し
た
が
っ
て
、
共
通
制
解
消
以
前
に
夫
が
後
得
財
産
を

第
三
者
に
売
却
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
妻
は
、
共
通
財
産
の
承
認

に
よ
り
、
第
三
取
得
者
の
所
有
と
な
っ
た
後
得
財
産
に
対
し
て
法
定

抵
当
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
共
通
制
解
消
以
前

に
夫
が
後
得
財
産
に
合
意
に
よ
る
抵
当
権
を
設
定
し
た
場
合
に
つ
い

て
は
、
妻
の
共
通
財
産
の
承
認
後
の
共
通
財
産
の
分
割
に
よ
り
夫
が

そ
の
後
得
財
産
を
取
得
し
た
と
し
て
も
、
法
定
抵
当
権
は
、
夫
が
設

定
し
た
抵
当
権
に
劣
後
す
る
。
そ
の
理
由
を
、
オ
ブ
リ
ー＝

ロ
ー
は

次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
曰
く
、

共
通
財
産
を
承
認
す
る
こ
と
に

よ
り
、
妻
は
常
に
共
通
財
産
の
所
有
者
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
、
夫

は
共
通
財
産
に
つ
い
て
の
管
理
行
為
や
処
分
行
為
の
す
べ
て
に
つ
き

妻
の
代
理
人
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る97

）」。

②

共
通
制
解
消
後・
に
夫
が
後
得
財
産
を
処
分
し
た
と
し
て
も
、

夫
が
、
そ
の
後
得
財
産
を
共
通
財
産
の
分
割
に
よ
り
取
得
し
さ
え
す

れ
ば
、
そ
の
処
分
は
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
、
妻
は
、
共
通
財
産
を
承
認
し
た
と
し
て
も
、
第
三
者
に
対
し
て

後
得
財
産
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
対
抗
す
る
こ
と
が

で
き
る98

）。

③

共
通
制
解
消
前・
に
夫
が
後
得
財
産
を
処
分
し
て
お
ら
ず
、
か

つ
、
そ
の
後
得
財
産
を
共
通
財
産
の
分
割
に
よ
り
夫
が
取
得
し
た
と

き
は
、
こ
の
財
産
は
、
常
に
夫
の
財
産
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
妻
は
、
夫
又
は
共
通
財
産
の
一
般
債
権
者
に
対
し
て
、
後

得
財
産
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で

き
る99

）。
④

共
通
制
解
消
前・
に
夫
が
後
得
財
産
を
処
分
し
て
お
ら
ず
、
か

つ
、
そ
の
後
得
財
産
を
共
通
財
産
の
分
割
に
よ
り
妻
が
取
得
し
た
と

き
は
、
こ
の
財
産
は
常
に
妻
の
財
産
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な・
ら・
な・
い・
。1

）

⑷

共
通
制
解
消
以
前
に
順
位
配
当
が
開
始
さ
れ
た
場
合

三
六

共
通
制
解
消
以
前
に
夫
の
固
有
財
産
に
つ
き
順
位
配
当
が

開
始
さ
れ
た
と
き
は
、
妻
は
、
順
位
決
定
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
又
は
仮
の
順
位
決
定
し
か
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
も

あ
る
が
、
次
々
稿
で
詳
説
す
る
よ
う
に
被
担
保
債
権
の
種
類
及
び
性

質
に
応
じ
て
は
、
終
局
的
順
位
決
定
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
得
財
産
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
と

な
る
か
又
は
後
得
財
産
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
こ
と
を
第
三

者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
共
通
制
の
解
消
後
に
明

ら
か
と
な
る
（⇒

三
三－

三
五
）
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
共
通
制
の
解

消
以
前
に
後
得
財
産
が
強
制
的
所
有
権
移
転
の
対
象
と
な
っ
た
と
き
、

又
は
、
そ
れ
に
つ
き
滌
除
手
続
が
さ
れ
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
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代
価
の
分
配
の
た
め
の
順
位
配
当
に
お
い
て
、
妻
は
終
局
的
順
位
決

定
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
後
得
財
産
に
つ
き

順
位
配
当
が
開
始
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
妻
が
夫
の
固
有
財
産

に
対
す
る
順
位
配
当
で
終
局
的
順
位
決
定
又
は
仮
の
順
位
決
定
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
を
有
す
る
と
き
は
、
妻
は
、
そ
の
債
権

を
保
全
す
る
た
め
に
仮
の
順
位
決
定
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
さ
い
、
妻
に
分
配
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
金
額
は
供
託
さ
れ
、

共
通
制
解
消
後
に
妻
が
共
通
財
産
を
放
棄
し
た
と
き
は
妻
が
、
そ
れ

を
妻
が
承
認
し
た
と
き
は
他
の
抵
当
権
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
金

額
を
受
領
す
る1

）。

三
七

後
得
財
産
が
順
位
配
当
の
対
象
と
な
っ
た
と
き
、
共
通
制

解
消
以
前
の
妻
は
仮
の
順
位
決
定
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
（⇒

三
六
）。
し
か
し
、
妻
の
債
権
者
に
つ
い

て
は
、
こ
の
順
位
配
当
に
お
い
て
、
自
己
の
債
権
を
回
収
す
る
た
め

に
、
妻
の
債
権
に
つ
き
終
局
的
順
位
決
定
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
が
あ
る
。

夫
の
事
業
の
不
振
に
よ
り
、
夫
の
財
産
が
妻
の
権
利
及
び
取
戻

し
を
担
保
す
る
た
め
に
不
十
分
と
な
っ
た
と
き
は
、
嫁
資
を
危
険
に

曝
さ
れ
た
妻
に
限
り
、
裁
判
に
よ
る
別
産
制
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
」（
一
四
四
三
条
一
項
）（⇒

七
）。
し
か
し
、

妻
の
債
権
者
は
、

妻
の
承
諾
が
な
け
れ
ば
、
裁
判
に
よ
る
別
産
制
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
」（
一
四
四
六
条
一
項
）。
し
た
が
っ
て
、
夫
の
支
払
不
能

の
場
合
に
お
い
て
も
、
妻
の
債
権
者
は
、
妻
の
権
利
を
行
使
し
て
裁

判
に
よ
る
別
産
制
を
請
求
し
、
共
通
制
を
解
消
し
た
上
で
、
法
定
抵

当
権
を
行
使
し
て
自
己
の
債
権
を
回
収
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

こ
で
、

妻
の
債
権
者
に
裁
判
に
よ
る
別
産
制
の
請
求
を
禁
止
し
た

こ
と
の
緩
和
物
（co

rrectif

1
））」

と
し
て
、
一
四
四
六
条
二
項
は
、

妻
の
債
権
者
は
、
夫
が
破
産
し
た
場
合
又
は
支
払
不
能
に
な
っ
た

場
合
に
お
い
て
は
、
自
己
の
債
権
額
を
限
度
と
し
て
債
務
者
で
あ
る

妻
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
を
認
め
る
。
こ
の
よ

う
に
、
夫
が
破
産
し
た
場
合
又
は
支
払
不
能
に
な
っ
た
場
合
は
、
妻

の
債
権
者
は
、
共
通
制
を
解
消
し
な
い
状
態
の
ま
ま
で
、

共
通
制

が
解
消
さ
れ
、
か
つ
妻
が
共
通
財
産
を
放
棄
し
た1

）」
さ
い
に
妻
が
有

す
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合

の
妻
の
債
権
者
は
、
妻
が
共
通
制
解
消
後
に
共
通
財
産
を
放
棄
し
た

場
合
と
同
様
に
、
終
局
的
順
位
決
定
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る1

）。

（
91
）

香
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p
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）

A
u
b
ry et R
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,
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,
p
.231,

n
o
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1
）

A
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b
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a
u
,
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V
,
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p
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te.

1
）

C
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.
4 fev

.
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D
.
1856.1.61,

S
.
1856.1.225.-

A
u
b
ry et

 
R
a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.230,

tex
te
 
et n

o
te
 
39;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1011,

p
.

124.

同
様
の
場
合
に
お
い
て
、
妻
の
債
権
者
は
、
夫
か
ら
後
得
財
産

を
譲
り
受
け
た
第
三
取
得
者
に
対
し
て
妻
の
法
定
抵
当
権
を
行
使
す

る
こ
と
（A

u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.231,

n
o
te 40.

）、

又
は
後
得
財
産
の
第
三
取
得
者
が
滌
除
を
し
た
と
き
は
増
価
競
売

（su
ren

ch
ere

）
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（A

u
b
ry
 
et

 
R
a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.231,

tex
te.

）。

五

制
限
・
縮
減

１

目
的
物
の
限
定

三
八

妻
は
夫
の
現
在
財
産
及
び
将
来
財
産
の
す
べ
て
に
対
し
て

法
定
抵
当
権
を
有
し
（⇒

三
〇
）、
か
つ
、
そ
の
こ
と
を
未
登
記
の
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ま
ま
で
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
（⇒

五
八
）
の
で
、
こ

れ
に
よ
り
第
三
者
は
夫
と
の
取
引
を
躊
躇
す
る
。
ま
た
、
妻
の
債
権

額
が
僅
少
で
あ
り
、
か
つ
夫
が
複
数
の
不
動
産
を
所
有
す
る
と
き
は
、

法
定
抵
当
権
に
よ
る
妻
の
保
護
は
過
剰
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
法
定
抵

当
権
の
目
的
物
を
限
定
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
（
二
一
二
二
条
但

書
）。
目
的
物
を
限
定
す
る
方
法
は
二
つ
あ
る
。
夫
婦
財
産
契
約
で

す
る
法
定
抵
当
権
の
「
制
限
（restrictio

n

）」（
二
一
四
〇
条
・
二

一
四
二
条
）（⇒

三
九－

四
四
）、
及
び
婚
姻
中
に
裁
判
上
で
す
る
法

定
抵
当
権
の
「
縮
減
（red

u
ctio

n
）」（
二
一
四
四
条
・
二
一
四
五

条
）（⇒

四
五－

四
九
）
で
あ
る1

）。

1
）

ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ＝

ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
事
前
の
目
的

物
限
定
を
「
制
限
」
と
、
事
後
の
目
的
物
限
定
を
「
縮
減
」
と
い
う

（B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1017
I,
p
p
.133

134.

）。
こ
の
よ
う
な
呼
び
分
け
は
一
般
的
で
あ
る

の
で
、
本
稿
も
、
こ
れ
に
従
う
。
も
っ
と
も
、
一
八
〇
四
年
法
は
、

事
後
の
目
的
物
限
定
を
二
一
四
四
条
で
は
「
制
限
」
と
、
二
一
四
五

条
で
は
「
縮
減
」
と
呼
ん
で
お
り
、
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ

リ＝

ド
・
ロ
ワ
ヌ
の
よ
う
な
使
い
分
け
を
し
な
い
。
オ
ブ
リ
ー＝

ロ
ー
に
お
い
て
も
、
同
様
に
、
使
い
分
け
は
さ
れ
て
い
な
い
。

2

制
限

⑴

意
義

三
九

夫
婦
財
産
契
約
に
お
い
て
、
成
年
当
事
者
﹇
は
、
﹈
…

夫
の
一
つ
又
は
複
数
の
不
動
産
に
限
り
登
記
す
る
こ
と
を
合
意
」
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
二
一
四
〇
条
）。
こ
れ
を
法
定
抵
当
権
の
「
制

限
」
と
い
う
（⇒

三
八
）。

立
法
理
由
開
示
に
お
い
て
、
ト
レ
ヤ
ー
ル
は
、
こ
の
制
度
の
趣
旨

を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
曰
く
、

妻
…
の
弱
さ
の
保
護
が
望
ま

れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
以
外
の
市
民
を
す
べ
て
の
不
意
打
ち
か
ら
保

護
す
る
こ
と
も
ま
た
立
法
者
の
厳
密
な
義
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、

わ
れ
わ
れ
は
理
解
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
必
要
以
上

に
、
夫
…
を
拘
束
し
て
は
な
ら
な
い
と
も
考
え
た
。
こ
れ
は
、
夫
…

の
義
務
を
不
愉
快
な
も
の
に
し
な
い
、
唯
一
の
方
法
に
他
な
ら
な
い
。

法
律
の
実
施
を
確
実
な
も
の
に
す
る
す
べ
て
の
方
法
の
う
ち
で
、
間

違
い
な
く
最
も
効
果
的
な
も
の
は
、
そ
の
効
果
を
強
め
す
ぎ
な
い
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
精
神
に
し
た
が
い
、
も
ち
ろ
ん
妻
の
利
益
も
考
慮

し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
夫
婦
財
産
契
約
の
保
証
の
た
め
の
登
記
を
特

定
不
動
産
に
限
定
し
、
そ
れ
以
外
の
夫
の
不
動
産
を
抵
当
権
の
目
的

と
し
な
い
と
す
る
契
約
を
、
婚
姻
に
さ
い
し
て
成
年
に
達
し
た
夫
婦

が
締
結
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
こ
の
規
定
は
新
規
に
採
用
さ
れ
た
も
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の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
夫
婦
財
産
契
約
に
お
い
て
夫
に
不
動
産
の

一
部
の
自
由
譲
渡
を
認
め
る
現
行
規
定
を
繰
り
返
し
た
だ
け
で
あ
る
。

二
つ
の
家
族
が
永
続
的
な
姻
族
関
係
を
結
ぼ
う
と
す
る
に
さ
い
し
て
、

か
れ
ら
は
自
己
の
意
思
と
利
益
に
応
じ
た
条
項
を
定
め
る
権
利
を
有

す
る
。
…
こ
の
よ
う
な
夫
婦
財
産
契
約
自
由
の
慣
行
は
、
妻
に
と
っ

て
も
極
め
て
有
益
な
場
合
が
多
々
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
方
法

に
よ
り
、
妻
は
、
夫
の
商
売
や
活
動
を
活
発
に
す
る
か
ら
で
あ
る1

）」。

⑵

要
件

四
〇

制
限
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
以
下
の
要
件
を
具
備
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
一
四
〇
条
）（⇒
①－
②
）。
こ
の
要
件
が
満

た
さ
れ
れ
ば
、
夫
婦
財
産
制
の
種
類
は
問
わ
ず
認
め
ら
れ
る1

）。

①

夫
婦
財
産
契
約
に
お
い
て
」（
二
一
四
〇
条
本
文
）
さ
れ
る

こ
と
。
た
だ
し
、
夫
婦
財
産
契
約
の
内
容
は
、
婚
姻
挙
式
前
で
あ
れ

ば
一
三
九
六
条
・
一
三
九
七
条
の
要
件
を
備
え
た
「
修
正
証
書

（co
n
tre-lettre

1
））」

に
よ
り
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
夫
婦

財
産
契
約
後
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
よ
り
制
限
を
す
る
こ
と
は
で
き

る1
）。

夫
婦
財
産
契
約
以
前
に
お
い
て
は
、
た
と
え
公
署
証
書
に
よ
っ

た
と
し
て
も
、
法
定
抵
当
権
の
制
限
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い1

）。

②

成
年
当
事
者
」（
二
一
四
〇
条
本
文
）
で
あ
る
こ
と
。
と
こ

ろ
で
、
一
三
九
八
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、

婚

姻
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
未
成
年
者
は
、
夫
婦
財
産
契
約
に
お

い
て
、
す
べ
て
の
契
約
（co

n
v
en
tio
n
s

）
に
同
意
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
未
成
年
者
の
し
た
契
約
及
び
贈
与
は
、
婚
姻
が
有
効
で
あ
る

た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
同
意
を
与
え
る
べ
き
者
が
契
約
締
結
に
あ
た

り
扶
助
（a

ssiste

）
を
し
た
場
合
に
限
り
、
有
効
で
あ
る
」。
し
た

が
っ
て
、
一
三
九
八
条
に
よ
れ
ば
、
同
意
権
者
の
同
意
さ
え
あ
れ
ば
、

未
成
年
者
は
夫
婦
財
産
契
約
に
お
い
て
法
定
抵
当
権
の
制
限
を
す
る

こ
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
一
四
〇
条
は
、
こ
れ
を
認

め
な
い
。
こ
の
よ
う
な
例
外
を
設
け
た
理
由
に
つ
き
、
ボ
ー
ド

リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ＝

ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

曰
く
、

法
定
抵
当
権
制
限
の
効
果
は
、
贈
与
の
効
果
と
同
様
に
即

座
に
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
。﹇
未
成
年
の
﹈
妻
や
そ
の
両
親
の
洞

察
力
を
も
っ
て
し
て
は
、
そ
の
結
果
を
容
易
に
予
測
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。﹇
そ
こ
で
、﹈
法
律
は
妻
を
よ
り
一
層
保
護
し
た
わ
け
で
あ

る1
）」。

も
っ
と
も
、
法
定
抵
当
権
の
制
限
は
夫
に
不
利
益
を
与
え
な

い
の
で
、
夫
が
成
年
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
二
一
四

〇
条
は
将
来
の
夫
婦
の
双
方
が
成
年
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
が
、

オ
ブ
リ
ー＝

ロ
ー
及
び
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ＝

ド
・
ロ
ワ

ヌ
は
、
妻
が
成
年
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
将
来
の
夫
婦
は
法
定
抵
当

権
の
制
限
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る1

）。

二
一
四
〇
条
は
一
三
九
八
条
の
例
外
規
定
で
あ
る113

）か
ら
、
制
限
的

（79-４- ）34 972

資 料



に
理
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
定
抵
当
権
を
制
限
す
る
条
項
が

目
的
物
の
限
定
を
含
ま
な
い
と
き
は
、
二
一
四
〇
条
は
適
用
さ
れ
な

い1
）。

両
親
か
ら
嫁
資
を
設
定
さ
れ
た
未
成
年
の
妻
が
、
夫
婦
財
産
契

約
に
お
い
て
、
夫
の
債
権
者
が
債
権
を
回
収
し
た
後
に
限
り
法
定
抵

当
権
を
行
使
す
る
と
の
条
項
を
盛
り
込
ん
だ
と
し
て
も
、
こ
の
条
項

は
有
効
で
あ
る1

）。

⑶

方
法

四
一

法
定
抵
当
権
の
制
限
は
、

特
定
（sp

ecia
lisa

tio
n

）」

又
は
「
排
除
（ex

clu
sio
n

）」
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
さ
れ
る
（⇒

①－

②1
））。

①

特
定
」
の
方
法
。
こ
れ
は
、
夫
が
夫
婦
財
産
契
約
時
に
不

動
産
甲
・
乙
・
丙
を
有
す
る
場
合
に
、
甲
不
動
産
だ
け
を
法
定
抵
当

権
の
目
的
と
す
る
と
い
う
よ
う
な
方
法
で
の
、
法
定
抵
当
権
の
制
限

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
甲
不
動
産
以
外
の
不
動
産
は
、
夫
が
婚
姻
挙

式
後
に
取
得
す
る
不
動
産
を
含
め
、
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
法
定
抵
当
権
は
特
定
抵
当
権
と
な
る
。

②

排
除
」
の
方
法
。
こ
れ
は
、
夫
が
夫
婦
財
産
契
約
時
に
不

動
産
甲
・
乙
・
丙
を
有
す
る
場
合
に
、
甲
不
動
産
だ
け
を
法
定
抵
当

権
の
目
的
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
方
法
で
の
、
法
定
抵
当
権
の
制
限

で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
甲
不
動
産
以
外
の
不
動
産
は
、

夫
が
婚
姻
挙
式
後
に
取
得
し
た
不
動
産
を
含
め
、
す
べ
て
法
定
抵
当

権
の
目
的
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

特
定
」（⇒

①
）
の
場
合
と
は

異
な
り
、
法
定
抵
当
権
は
包
括
抵
当
権
の
性
質
を
失
わ
な
い1

）。

四
二

妻
の
有
す
る
特
定
の
債
権
に
限
り
法
定
抵
当
権
の
目
的
物

を
制
限
す
る
こ
と
も
で
き
る1

）。
し
た
が
っ
て
、
妻
が
夫
婦
財
産
制
約

定
か
ら
生
じ
た
債
権
（⇒

二
三－

二
五
）
に
つ
い
て
の
み
法
定
抵
当

権
の
目
的
物
を
甲
不
動
産
に
制
限
す
る
と
い
う
条
項
も
、
有
効
で
あ

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
夫
婦
財
産
制
約
定
か
ら
生
じ
た
債
権
以

外
の
債
権
を
被
担
保
債
権
と
す
る
法
定
抵
当
権
は
包
括
抵
当
権
で
あ

る
。
な
お
、
こ
の
場
合
の
法
定
抵
当
権
の
制
限
の
範
囲
は
、
裁
判
所

が
そ
れ
を
決
定
す
る1

）。

⑷

全
面
放
棄
の
禁
止

四
三

夫
の
不
動
産
の
す
べ
て
に
登
記
し
な
い
こ
と
を
合
意
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
二
一
四
〇
条
但
書
）。
し
た
が
っ
て
、
法
定

抵
当
権
の
全
面
放
棄
の
合
意
は
無
効
で
あ
る
。
法
定
抵
当
権
の
全
面

放
棄
が
禁
じ
ら
れ
る
べ
き
理
由1

）を
、
一
八
〇
四
年
法
の
成
立
過
程
に

お
い
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
曰
く
、
法
定
抵

当
権
の
全
面
放
棄
を
認
め
る
「
規
定
は
、
法
定
抵
当
権
を
完
全
に
消

滅
さ
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
、﹇
全
面
﹈
放
棄
は
決
ま
り
文
句
と
な
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
﹇
全
面
放
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棄
の
﹈
合
意
を
し
た
妻
は
、
後
に
な
っ
て
、
自
分
の
意
思
に
反
し
て

す
べ
て
の
担
保
が
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
驚
く
で
あ
ろ
う1

）」。

法
定
抵
当
権
の
目
的
物
を
夫
の
特
定
不
動
産
に
制
限
す
る
条
項

（
ａ
条
項
）
と
と
も
に
、
婚
姻
中
に
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
を
等
価

値
の
別
の
不
動
産
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
内
容
の
条
項

（
ｂ
条
項
）
を
、
将
来
の
夫
婦
が
夫
婦
財
産
契
約
に
盛
り
込
ん
だ
と

す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
ｂ
条
項
は
二
一
四
〇
条
に
反

し
無
効
で
あ
る1

）。
そ
の
理
由
を
、
オ
ブ
リ
ー＝

ロ
ー
は
次
の
よ
う
に

説
明
す
る
。
曰
く
、

妻
の
法
定
抵
当
権
は
…
公
の
秩
序
の
た
め
の

も
の
で
あ
る
か
ら
、
将
来
の
夫
婦
が
法
定
抵
当
権
を
修
正
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
そ
れ
を
法
律
が
明
確
に
認
め
た
場
合
に
限
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
二
一
四
〇
条
が
将
来
の
夫
婦
に
認
め
た
能
力
は
、
法

律
が
定
め
た
範
囲
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、

二
一
四
〇
条
は
、
将
来
の
夫
婦
に
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
の
縮
減

〔
制
限
〕
を
認
め
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
一
旦
決
め
ら
れ
た
抵
当
権
の

目
的
物
を
婚
姻
中
の
新
た
な
契
約
に
よ
り
変
更
す
る
権
限
の
留
保
を

許
容
す
る
も
の
で
は
な
い
。﹇
実
際
、﹈
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
、
妻

の
法
定
抵
当
権
の
性
質
を
不
安
定
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
法
定

抵
当
権
の
運
命
を
婚
姻
中
の
夫
婦
の
裁
量
に
委
ね
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
法
律
か
ら
の
権
限
剥
奪
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
よ
う
な
権
限
の
留
保
は
、
妻
に
と
っ
て
危
険
に
満
ち
て
い
る
。

と
い
う
の
も
、
二
一
四
四
条
の
保
護
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、

妻
の
家
族
の
監
視
の
目
の
行
き
届
か
な
い
と
こ
ろ
で
妻
の
権
利
と
取

戻
し
が
危
険
に
曝
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
二

一
四
〇
条
が
明
確
に
規
定
し
て
お
ら
ず
と
も
、
本
条
の
精
神
に
よ
り
、

そ
の
よ
う
な
権
限
の
留
保
は
拒
絶
さ
れ1

）る1
）」。

し
か
し
、
ｂ
条
項
と

と
も
に
、
ａ
条
項
が
無
効
と
な
る
こ
と
は
な
い1

）。
な
ぜ
な
ら
、
二
つ

の
条
項
は
完
全
に
独
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
ａ
条
項
自
体
は
適
法
な

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
ａ
条
項
も
と
も
に
無
効
と
な
る
と
解

す
る
と
、
ａ
条
項
に
よ
り
法
定
抵
当
権
の
目
的
か
ら
除
外
さ
れ
た
不

動
産
の
第
三
取
得
者
又
は
抵
当
権
者
は
、
後
日
に
お
け
る
法
定
抵
当

権
の
復
活
に
よ
り
、
不
測
の
損
失
を
被
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、

ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ＝

ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
当
事
者
が
二
つ

の
条
項
を
不
可
分
な
も
の
と
し
て
合
意
を
し
た
と
き
は
、
ａ
条
項
も

無
効
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る1

）。

⑸

効
果

四
四

制
限
に
よ
り
、
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
は
限
定
さ
れ
る

（⇒

①－

②
）。

①

夫
婦
財
産
契
約
時
に
不
動
産
甲
・
乙
・
丙
を
有
す
る
夫
が
甲

不
動
産
だ
け
を
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
す
る
合
意
を
し
た
と
き
（⇒

四
一
①
）
は
甲
不
動
産
の
指
示
の
記
載
を
し
て
、
又
は
甲
不
動
産
だ
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け
を
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
し
な
い
合
意
を
し
た
と
き
（⇒

四
一

②
）
は
法
定
抵
当
権
の
目
的
か
ら
除
外
さ
れ
る
甲
不
動
産
を
指
示
し

つ
つ
包
括
的
な
記
載
を
も
っ
て
、
法
定
抵
当
権
は
登
記
さ
れ
る
（
二

一
四
二
条1

））。
し
か
し
、
法
定
抵
当
権
の
制
限
が
さ
れ
た
場
合
で

あ
っ
て
も
、
法
定
抵
当
権
は
、
登
記
を
免
除
さ
れ
、
か
つ
未
登
記
の

ま
ま
で
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
性
質
（⇒

五

八
）
を
失
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
夫
が
法
定
抵
当
権
の
登
記
を
し

な
か
っ
た
と
し
て
も
、
妻
は
、
甲
不
動
産
だ
け
を
法
定
抵
当
権
の
目

的
と
し
た
と
き
は
甲
不
動
産
に
対
し
て
、
甲
不
動
産
だ
け
を
法
定
抵

当
権
の
目
的
と
し
な
か
っ
た
と
き
は
甲
不
動
産
以
外
の
不
動
産
（
つ

ま
り
不
動
産
乙
・
丙
）
に
対
し
て
法
定
抵
当
権
を
行
使
す
る
こ
と
が

で
き
る1

）。

②

法
定
抵
当
権
の
目
的
物
が
妻
の
債
権
を
担
保
す
る
た
め
に
不

十
分
で
あ
れ
ば
、
制
限
を
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
妻
は
、
目
的
物

の
追
加
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
二
一
三
一
条
参
照
）。
た
だ

し
、
そ
れ
に
よ
り
第
三
者
の
権
利
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い1

）。

1
）

F
en
et,

t.
X
V
,
p
.
469.

1
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

264
 
ter
,
p
p
.231

232,
tex

te;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1020,
p
p
.136

137.

1
）

一
三
二
一
条
が
規
定
す
る《

co
n
tre-lettre 》

は
一
般
的
に

「
反
対
証
書
」
と
訳
さ
れ
る
（
山
口
『
辞
典
』
一
二
六
頁
参
照
）
が
、

一
三
九
六
条
・
一
三
九
七
条
の《

co
n
tre-lettre 》

と
、
一
三
二
一

条
の
そ
れ
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
。
一
三
九
六
条
・
一
三
九
七
条
の

《
co
n
tre-lettre 》

は
、
単
に
夫
婦
財
産
契
約
の
内
容
を
修
正
す
る

証
書
の
こ
と
（P

la
n
io
l et R

ip
ert,

t.
V
III,

n
°62,

p
.81,

n
o
te 1.

）

で

あ

り
、
し

た

が
っ
て
、
こ

れ

を
「
修

正

証

書
（a c t e

 
m
o
d
ifica

tif

）」（R
a
y
n
a
u
d
,
n
°56.

）
と
訳
し
た
。

1
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1018,

p
.134.

1
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1018,

p
.134.

1
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1018

I,
p
.136.

1
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.231,

tex
te et n

o
te 41;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1018,
p
.135.

1
）

C
iv
.
19 ju

ill.
1820,

J
.G
.,
v
°P
riv.

et h
yp.,

n
°2595

1°,
S
.

1820.1.356;
A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.231,

n
o
te 42;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1018
I,
p
.135.

1
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1019,

p
.136.

1
）

R
eq
.
25
 
ja
n
v
.
1859,

D
.
1859.1.407,

S
.
1860.1.353.-
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A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.231,

n
o
te 42;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1019,

p
.

136.
1
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.232,

tex
te et n

o
te 43;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1021,
p
.137.

「
特
定
」
及
び
「
排
除
」
の
表
現
は
、
ボ
ー
ド
リ
ー
・

ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ＝
ド
・
ロ
ワ
ヌ
に
従
う
。

1
）

C
iv
.
6 d

ec.
1865,

D
.
1866.1.34,

S
.
1866.1.117.

1
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.232,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1021,

p
p
.

137
138.

1
）

C
iv
.
18 a

o
u
t 1856,

D
.
1856.1.365,

S
.
1856.1.872.-

A
u
b
ry

 
et
 
R
a
u
,
t.

III,
264

 
ter
,
p
.232,

n
o
te
 
45;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1021,

p
.

138.

1
）

二
一
四
〇
条
但
書
に
つ
い
て
の
国
務
院
で
の
議
論
の
詳
細
に
つ

き
香
山
「
基
本
的
性
格
（
５
）」
三
四
〇－

三
四
六
頁
参
照
。

1
）

F
en
et,

t.
X
V
,
p
.372.

1
）

C
iv
.
5 m

a
i 1852,

D
.
1852.1.129,

S
.1852.1.189.-

A
u
b
ry et

 
R
a
u
,
t.
III,

264
 
ter
,
p
p
.232

233,
tex

te
 
et
 
n
o
te
 
46;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1024,
p
.140.

1
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
p
.232

233,
n
o
te 46.

1
）

も
っ
と
も
、
オ
ブ
リ
ー＝

ロ
ー
は
、
二
一
四
四
条
の
手
続
（⇒

四
五－

四
九
）
を
し
さ
え
す
れ
ば
、
婚
姻
中
に
法
定
抵
当
権
の
目
的

物
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
解
す
る
（A

u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
p
.232

233,
tex

te et n
o
te 47.

）。

1
）

A
u
b
ry
 
et
 
R
a
u
,
t.
III,

264
 
ter
,
p
.233,

n
o
te
 
46;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1024,
p
.141.

1
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1024,

p
.141.

1
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.
232,

tex
te et n

o
te 44

 
et

269,
p
.317,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1022,

p
.138 et n

°1529,
p
p
.661

662.

1
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

264
 
ter
,
p
p
.233

234,
tex

te;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1022,
p
.138.

1
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 bis
,
p
p
.212

213,
tex

te et
 

n
o
te
 
19
 
et

264
 
ter
,
p
.234,

tex
te
 
et n

o
te
 
48;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1025,

p
p
.

142
143.
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3

縮
減1

）

⑴

意
義

四
五

夫
婦
財
産
契
約
で
法
定
抵
当
権
の
制
限
を
し
な
か
っ
た
と

き
で
あ
っ
て
も
、
夫
は
、
婚
姻
中
に
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
の
限
定

を
裁
判
上
で
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
二
一
四
四
条
・
二
一
四
五

条
）。
こ
れ
を
法
定
抵
当
権
の
「
縮
減
」
と
い
う
（⇒

三
八1

））。
な
お
、

こ
れ
が
さ
れ
る
こ
と
は
、
実
務
で
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
（⇒

八
七
①
）。

婚
姻
中
に
お
け
る
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
の
限
定
を
認
め
る
理
由

に
つ
き
、
ト
レ
ヤ
ー
ル
は
立
法
理
由
開
示
で
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

曰
く
、

夫
婦
財
産
契
約
…
に
お
い
て
、
さ
れ
る
べ
き
登
記
の
数
を

制
限
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
一
部
だ
け
で
担
保
と
し
て
十
分
な

と
き
で
さ
え
、
常
に
夫
…
の
財
産
す
べ
て
が
登
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
。
た
と
え
ば
、
あ
る
人
が
婚
姻
し
た
と
き
…
、
か
れ
は
一

つ
の
不
動
産
だ
け
を
所
持
し
て
い
た
と
す
る
。
…
そ
の
後
、
か
れ
は
、

他
の
複
数
の
不
動
産
を
、
相
続
、
商
売
そ
の
他
の
方
法
で
取
得
し
た
。

取
引
に
お
い
て
不
動
産
の
譲
渡
が
不
可
欠
な
と
き
で
あ
っ
て
も
、
こ

の
者
は
、
不
動
産
の
一
部
で
さ
え
処
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す

べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
よ
う
に
は
考
え
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
す
べ
て
の
財
産
を
目
的
と
す
る

抵
当
権
が
妻
…
に
と
っ
て
明
ら
か
に
必
要
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
減
殺
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た1

）」。

⑵

要
件

四
六

縮
減
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
以
下
の
要
件
を
具
備
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
一
四
四
条
）（⇒

①－

⑤13
））。

こ
の
要
件
さ
え

満
た
せ
ば
、
夫
婦
財
産
制
の
種
類
を
問
わ
ず
認
め
ら
れ
る1

）。
ま
た
、

こ
の
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
、
別
産
制
（⇒

七
）
の
場
合
で
あ
っ

て
も
、
縮
減
は
認
め
ら
れ
な
い1

）。

①

夫
婦
財
産
契
約
で
法
定
抵
当
権
の
制
限
（⇒

三
九－

四
四
）

が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と1

）。
こ
の
要
件
は
、
二
一
四
四
条
が
、
妻
の
法

定
抵
当
権
の
縮
減
は
「
前
条
〔
二
一
四
三
条
〕
と
同
様
の
場
合

（p
a
reillem

en
t

）」
に
認
め
ら
れ
る
と
規
定
す
る
こ
と
か
ら
導
き
出

さ
れ
る
。
未
成
年
者
は
後
見
人
の
財
産
に
対
し
て
法
定
抵
当
権
を
有

し
て
お
り
（
二
一
二
一
条
二
号
）、
こ
れ
は
後
見
人
の
有
す
る
不
動

産
の
す
べ
て
を
目
的
と
す
る
包
括
抵
当
権
で
あ
る
（
二
一
二
二
条
）。

そ
こ
で
、
そ
の
弊
害
を
除
去
す
る
た
め
に
、
指
名
証
書
（a

cte
 
d
e

 
n
o
m
in
a
tio
n

）
に
お
け
る
未
成
年
の
法
定
抵
当
権
の
制
限
が
認
め

ら
れ
る
（
二
一
四
一
条
）。
し
か
し
、
後
見
人
は
、

後
見
人
指
名
証

書
に
お
い
て
抵
当
権
が
制
限
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
」（
二
一
四
三
条
）

で
あ
っ
て
も
、
後
見
期
間
中
に
未
成
年
者
の
法
定
抵
当
権
の
縮
減
を
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請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
未
成
年
者
の
法
定
抵
当
権
の

縮
減
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
未
成
年
者
の
法
定
抵
当
権
が
指
名
証
書

に
お
い
て
制
限
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
二
一

四
四
条
が
規
定
す
る
「
前
条
〔
二
一
四
三
条
〕
と
同
様
の
場
合
」
と

は
、
妻
の
法
定
抵
当
権
に
つ
い
て
は
、
夫
婦
財
産
契
約
で
法
定
抵
当

権
の
制
限
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
妻

の
法
定
抵
当
権
の
縮
減
は
、
夫
婦
財
産
契
約
に
お
い
て
法
定
抵
当
権

の
制
限
が
さ
れ
て
い
る
場
合
は
認
め
ら
れ
な
い
。

縮
減
は
、
一
度
限
り
し
か
認
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
再
度

の
縮
減
も
認
め
ら
れ
る1

）。

②

夫
の
不
動
産
の
価
値
が
、
妻
の
権
利
を
担
保
す
る
た
め
に
必

要
と
さ
れ
る
価
値
を
上
回
る
こ
と1

）。
後
見
人
は
、

後
見
人
の
不
動

産
を
目
的
と
す
る
包
括
抵
当
権
が
、
後
見
人
に
よ
る
財
産
管
理
の
担

保
と
し
て
過
剰
（ex

ced
er

）
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
場
合
」

（
二
一
四
三
条
）
に
限
り
、
未
成
年
の
法
定
抵
当
権
の
縮
減
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
夫
が
妻
の
法
定
抵
当
権
の
縮
減
を

請
求
で
き
る
の
は
、

前
条
〔
二
一
四
三
条
〕
と
同
様
の
場
合
」（
二

一
四
四
条
）
に
限
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
要
件
は
、
妻
の
法
定
抵
当
権

の
縮
減
に
も
妥
当
す
る
。

③

妻
の
合
意
」
が
あ
る
こ
と1

）。
二
一
四
〇
条
は
法
定
抵
当
権

の
制
限
の
要
件
と
し
て
妻
が
成
年
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
（⇒

四

〇
②
）。
二
一
四
四
条
は
こ
の
こ
と
を
規
定
し
な
い
が
、
オ
ブ

リ
ー＝

ロ
ー
及
び
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ＝

ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、

妻
の
法
定
抵
当
権
の
縮
減
の
場
合
に
お
い
て
も
、
合
意
を
す
る
た
め

に
は
、
妻
は
成
年
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
る1

）。
そ
の
理
由
に

つ
き
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ＝

ド
・
ロ
ワ
ヌ
曰
く
、

法
定
抵

当
権
の
制
限
（
二
一
四
〇
条
）
の
た
め
に
は
、
妻
は
成
年
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
婚
姻
中
の
縮
減
に
つ
い

て
も
同
様
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
婚
姻
中
に
あ
っ

て
は
、
妻
に
と
っ
て
、
も
は
や
親
族
の
助
言
は
当
て
に
は
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る1

）」。

成
年
に
達
し
た
妻
が
禁
治
産
の
場
合
は
、
後
見
監
督
人
の
合
意
が

必
要
と
さ
れ
る1

）。

妻
の
合
意
は
条
件
付
で
も
よ
い
。
こ
の
場
合
は
、
条
件
が
成
就
し

な
け
れ
ば
縮
減
の
効
果
は
生
じ
な
い1

）。

④

家
族
会
に
集
ま
っ
た
﹇
妻
の
﹈
最
近
親
者
四
名
の
意
見
」

が
あ
る
こ
と1

）。
も
っ
と
も
、
家
族
会
の
意
見
は
、
裁
判
所
を
拘
束
し

な
い1

）。
後
見
の
場
合
に
つ
い
て
の
家
族
会
の
構
成
員
を
規
定
す
る
四

〇
七
条
・
四
〇
九
条1

）は
、
二
一
四
四
条
の
家
族
会
の
構
成
員
を
決
定

す
る
に
さ
い
し
て
も
適
用
さ
れ
る1

）。

⑤

裁
判
所
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と1

）。
妻
は
縮
減
に
合
意
し
て

い
る
の
で
、
訴
訟
の
相
手
方
は
妻
で
は
な
い1

）。
訴
訟
の
相
手
方
は
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「
政
府
委
員
」（
二
一
四
五
条
一
項
）
で
あ
る
。
な
お
、
帝
政
期
に
は

「
帝
国
検
事
正
（p

ro
cu
reu

r im
p
eria

l

）」
が
、
王
制
期
に
は
「
国

王
検
事
正
（p

ro
cu
reu

r d
u
 
R
o
i

）」
が
、
共
和
制
期
に
は
「
共
和

国
検
事
正
（p

ro
cu
reu

r d
e la R

ep
u
b
liq
u
e

）」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
訴

訟
の
相
手
方
と
な
る
。

法
定
抵
当
権
の
縮
減
は
夫
婦
の
合
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
で
、

裁
判
所
の
役
割
は
要
件
が
具
備
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
に

と
ど
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
要
件
の
具
備
が
確
認
さ
れ
た
と
き
は
、

裁
判
所
は
、
判
決
に
よ
り
縮
減
を
宣
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁

判
所
は
、
夫
婦
の
合
意
を
修
正
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、

縮
減
を
宣
言
す
る
判
決
は
承
認
判
決
（ju

g
em
en
t
 
d
’h
o
m
o
lo
g
a
-

tio
n

）
に
類
似
す
る1

）。

判
決
の
既
判
力
（a

u
to
rite

d
e la ch

o
se ju

g
ee

）
は
当
事
者
に

争
い
が
あ
る
場
合
に
下
さ
れ
る
判
決
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
夫
婦
に
争
い
の
な
い
縮
減
を
宣
言
す
る
判
決
に
既
判
力
は
与
え

ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
オ
ブ
リ
ー＝

ロ
ー
は
反
対
す
る1

）が
、
一

般
的
に
、
そ
れ
は
控
訴
（a

p
p
el

）
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
解
さ

れ
て
い
る1

）。
も
っ
と
も
、
要
件
が
具
備
し
て
い
な
い
と
き
又
は
合
意

が
有
効
で
な
い
と
き
は
、
妻
は
判
決
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で

き
る1

）。

⑶

別
居

四
七

別
居
に
よ
り
別
産
制
と
な
っ
た
場
合
（
三
一
一
条
）（⇒

七
）
に
お
い
て
、
夫
が
縮
減
を
請
求
す
る
た
め
に
は
、
二
一
四
四
条

の
要
件
（⇒

四
六
）
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
、
検
討
を
要
す
る
（⇒

①－

②
）。

①

一
八
〇
四
年
法
に
お
い
て
は
、
二
一
四
四
条
の
要
件
が
満
た

さ
れ
な
け
れ
ば
、
夫
は
、
縮
減
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（⇒

四
六
）。

②

一
八
九
三
年
二
月
六
日
法
（
以
下
「
一
八
九
三
年
法
」
と
い

う
。）
改
正
三
一
一
条
三
項
は
、

別
居
に
よ
り
妻
は
完
全
な
民
事
能

力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
、
夫
又
は
裁
判
所
の
許
可
は
必
要
と
さ

れ
な
い
」
と
規
定
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
法
律
以
降
に
つ
い
て

は
、
見
解
が
分
か
れ
る
。

二
一
四
四
条
は
無
能
力
者
で
あ
る
妻
に
許
可
を
与
え
る
た
め
に
裁

判
所
の
介
入
を
要
求
し
た
と
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
八
九
三
年

法
が
別
居
後
の
妻
に
「
完
全
な
民
事
能
力
」
を
認
め
た
以
上
、
二
一

四
四
条
の
要
件
を
満
た
さ
ず
と
も
縮
減
は
認
め
ら
れ
る
。
実
際
、
ギ

ル
ア
ー
ド
（L

o
u
is V

in
cen

t G
U
IL
L
O
U
A
R
D
,
1845

1925

）
は

そ
の
よ
う
に
解
す
る1

）。

こ
れ
に
対
し
て
、
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ＝

ド
・
ロ
ワ
ヌ

は
、
一
八
九
三
年
法
以
降
に
お
い
て
も
、
二
一
四
四
条
の
要
件
を
満
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た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
る
。
曰
く
、

裁
判
所
の
介
入
は
、

﹇
妻
に
﹈
許・
可・
を・
与・
え・
る・
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
縮
減
の
た
め
の

必
要
な
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
で
あ

る
。
許・
可・
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
以
上
、
一
八
九
三

年
法
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
〔
傍
点
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク1

）〕」。

⑷

効
果

四
八

縮
減
に
よ
り
、
第
三
者
の
権
利
を
害
さ
な
い
範
囲
で
、
法

定
抵
当
権
の
目
的
物
は
限
定
さ
れ
る
（⇒

①－

③1
））。

①

不
動
産
甲
・
乙
・
丙
を
有
す
る
夫
が
縮
減
に
よ
り
法
定
抵
当

権
の
目
的
物
を
甲
不
動
産
に
限
定
し
た
後
、
不
動
産
の
価
値
の
下
落

等
の
事
情
に
よ
り
甲
不
動
産
だ
け
で
は
妻
の
債
権
を
担
保
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
妻
は
不
動
産
乙
・
丙
に
対
し
て
法

定
抵
当
権
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い1

）。

②

法
定
抵
当
権
の
目
的
物
を
甲
不
動
産
に
限
定
す
る
合
意
を
し

た
後
に
、
合
意
時
に
知
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
被
担
保
債
権
の
存

在
を
知
っ
た
場
合
に
つ
き
、
判
例
は
、
縮
減
を
宣
言
す
る
判
決
後
に

お
い
て
は
、
妻
は
法
定
抵
当
権
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す

る1
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ＝

ド
・
ロ
ワ

ヌ
は
、
妻
が
錯
誤
（erreu

r

）
に
基
づ
き
縮
減
を
宣
言
す
る
判
決
の

無
効
を
主
張
（⇒

四
六
⑤
）
す
る
こ
と
を
認
め
る1

）。

③

さ
れ
た
縮
減
の
撤
回
は
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
縮
減

後
の
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
が
妻
の
債
権
を
担
保
す
る
た
め
に
不
十

分
で
あ
れ
ば
、
妻
は
、
目
的
物
の
追
加
又
は
包
括
抵
当
権
の
復
活
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
追
加
請
求
に
よ
り
法
定
抵
当
権

の
目
的
と
な
る
不
動
産
は
、
追
加
請
求
が
認
め
ら
れ
た
日
か
ら
に
限

り
、
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る1

）。
た
だ
し
、
そ
の
こ
と
を
第
三
者

に
対
抗
す
る
た
め
に
は
登
記
が
必
要
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、
見
解
が
分
か
れ
る
（⇒

四
九
）。

四
九

縮
減
に
よ
り
、
登
記
を
免
除
さ
れ
、
か
つ
未
登
記
の
ま
ま

で
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
法
定
抵
当
権
の
性
質

（⇒

五
八
）
は
失
わ
れ
な
い1

）。
し
た
が
っ
て
、
不
動
産
甲
・
乙
・
丙
を

有
す
る
夫
が
縮
減
に
よ
り
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
を
甲
不
動
産
に
限

定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
妻
は
、
未
登
記
の
ま
ま
で
甲
不
動
産
が
法

定
抵
当
権
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
縮
減
後
の
妻
の
追
加
請
求
（⇒

四
八
③
）
に
よ
り
乙
不
動
産
が

再
び
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
っ
た
場
合
に
つ
き
、
オ
ブ
リ
ー＝

ロ
ー
は
、
登
記
を
し
な
け
れ
ば
乙
不
動
産
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
と

な
る
こ
と
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
登
記
が

さ
れ
た
場
合
に
乙
不
動
産
を
目
的
と
す
る
法
定
抵
当
権
の
順
位
取
得

日
は
登
記
日
で
あ
る
と
解
す
る1

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
ボ
ー
ド
リ
ー
・

ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ＝

ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
未
登
記
の
ま
ま
で
乙
不
動
産
が
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法
定
抵
当
権
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
解
す
る1

）。

夫
が
不
動
産
甲
・
乙
・
丙
を
有
し
、
そ
の
す
べ
て
に
法
定
抵
当
権

の
登
記
が
さ
れ
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、

裁
判
所
が
数
個
の
不
動

産
〔
不
動
産
甲
・
乙
〕
へ
の
抵
当
権
の
縮
減
を
宣
言
し
た
と
き
は
、

そ
れ
以
外
〔
丙
不
動
産
〕
の
登
記
は
抹
消
さ
れ
る
」（
二
一
四
五
条

二
項
）。

1
）

オ
ブ
リ
ー＝

ロ
ー
は
、
二
一
四
四
条
・
二
一
四
五
条
の
縮
減
を
、

制
限
と
と
も
に
簡
単
に
触
れ
（A

u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,

p
.234.

）、
そ
の
詳
細
を
二
一
六
一－

二
一
六
五
条
が
規
定
す
る
「
登

記
の
縮
減
（red

u
ctio

n
 
d
es
 
in
scrip

tio
n
s

）」
で
検
討
す
る

（A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

282,
p
p
.400

403.
）。
し
か
し
、
縮
減

は
制
限
と
と
も
に
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
（cf.

R
a
y
n
a
u
d
,
n
°71.

）
の
で
、
本
稿
は
、
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ

リ＝

ド
・
ロ
ワ
ヌ
の
著
作
の
体
系
に
従
い
、
そ
れ
を
制
限
と
と
も
に

み
る
。

1
）

実
務
で
は
法
定
抵
当
権
の
「
制
限
（ca

n
to
n
n
em
en
t

）」
と
呼

ば
れ
る
（P
la
n
io
l et R

ip
ert,

t.
X
II,

n
°499,

p
.470.

）。

132
）

F
en
et,

t.
X
V
,
p
.
471.

133
）

縮
減
の
た
め
の
五
つ
の
要
件
に
つ
い
て
は
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ

ン
チ
ヌ
リ＝

ド
・
ロ
ワ
ヌ
に
従
う
（B

a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e

 

L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1027,

p
p
.144

145.

）。

134
）

R
eq
.
20 a

v
ril 1826,

J
.G
.,
v
°P
riv.

et h
yp.,

n
°2625

1°,
S
.

1826.1.
439;

R
eq
.
6 n

o
v
.
1860,

D
.
1861.

1.
84,

S
.
1861.

1.
25;

C
iv
.
18 ju

ill.
1893,

D
.
1894.

1.
113,

S
.
1894.

1.
335.-

A
u
b
ry

 
et R

a
u
,
t.
III,

282,
p
.
401,

tex
te et n

o
te
 
15;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°1029

I,
p
p
.

147
148 et n

°1035
I,
p
.153.

135
）

C
iv
.
26 a

v
ril 1864,

D
.
1864.

1.
181,

S
.
1864.

1.
396;

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

282,
p
.402,

tex
te et n

o
te 19.

136
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1027,

p
.144.

オ
ブ
リ
ー＝

ロ
ー
は
、
法
定
抵
当
権
の
制
限
が
さ
れ

て
い
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
縮
減
の
手
続
に
よ
り
、
法
定
抵
当
権
の

目
的
物
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
解
す
る
（⇒

四
三
註
（
124
））

の
で
、
こ
の
要
件
を
課
さ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

137
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1027,

p
.144.

138
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1027,

p
p
.144

145.

オ
ブ
リ
ー＝

ロ
ー
も
、
縮
減
は
、
二
一
四
三

条
と
「
類
似
の
状
況
に
お
い
て
（d

a
n
s d

es circo
n
sta
n
ces a

n
a
-

lo
g
u
es

）」
認
め
ら
れ
る
と
す
る
（A

u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

282,

p
.400,

tex
te.

）
の
で
、
②
の
要
件
を
課
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

139
）

R
eq
.
9 d

ec.
1824,

J
.
G
.,
v
°P
riv.

et h
yp.,

n
°2607

1°,
S
.

1825.
1.
213;

C
iv
.
2 ju

in 1862,
D
.
1862.

1.
358,

S
.
1862.

1.661;

C
iv
.
23 ju

in 1868,
D
.
1868.

1.
318,

S
.
1868.

1.
393;

C
iv
.
9

（79-４- ）981 43

一九世紀フランス法における「妻の法定抵当権」の概要㈡（香山）



m
a
rs 1886,

D
.
1886.

1.
353,

S
.
1888.

1.
241.-

A
u
b
ry et R

a
u
,

t.
III,

282,
p
.
400,

tex
te et n

o
te 11;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
er-

ie et d
e L

o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°1027,

p
.
145 et n

°1028,

p
.
145.

140
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

282,
p
.401,

tex
te et n

o
te 16;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1029,
p
p
.146

147.

141
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1029,

p
.147.

142
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

282,
p
.401,

tex
te et n

o
te 17;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1030,
p
p
.148

149.

143
）

C
iv
.
2 ju

in 1862,
D
.
1862.

1.
358,

S
.
1862.

1.
661.-

A
u
b
ry

 
et R

a
u
,
t.
III,

282,
p
.402,

tex
te
 
et n

o
te
 
18;

B
a
u
d
ry

 
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°1028

I,
p
.

146.

144
）

A
u
b
ry
 
et
 
R
a
u
,
t.

III,
282,

p
p
.400

401,
tex

te;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1027,
p
.145 et n

°1031,
p
.149.

145
）

C
iv
.
2 ju

in 1862,
D
.
1862.

1.
358,

S
.
1862.

1.
661.-

A
u
b
ry

 
et R

a
u
,
t.
III,

282,
p
.401,

n
o
te 12;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1031,

p
.149.

146
）

四
〇
七
条
・
四
〇
九
条
は
以
下
で
あ
る
。

第
四
〇
七
条

家
族
会
（co

n
seil d

e fa
m
ille

）
は
、
治
安
判

事
（ju

g
e d

e p
a
ix

）
を
除
き
、
六
名
の
血
族
（p

a
ren

ts

）
又
は
姻

族
（a
llies

）
を
も
っ
て
構
成
す
る
。
構
成
員
は
、
後
見
開
始
地
の

市
町
村
内
及
び
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
の
者
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
か
つ
、
父
方
及
び
母
方
か
ら
半
分
ず
つ
父
系
及
び
母
系
の
親

等
の
近
い
者
か
ら
選
任
さ
れ
る
。

親
族
は
同
一
親
等
の
姻
族
に
優
先
す
る
。
同
一
親
等
の
親
族
間

に
お
い
て
は
、
年
長
者
が
年
少
者
に
優
先
す
る
。」

第
四
〇
九
条

父
系
又
は
母
系
の
血
族
又
は
姻
族
の
数
が
、
当

該
場
所
又
は
四
〇
七
条
が
規
定
す
る
範
囲
内
に
お
い
て
不
十
分
の
と

き
は
、
治
安
判
事
は
、
遠
隔
地
に
住
所
を
有
す
る
血
族
又
は
姻
族
、

同
一
市
町
村
内
に
お
い
て
未
成
年
の
父
母
と
日
常
的
に
交
友
関
係
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
市
民
を
招
集
す
る
。」

147
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

282,
p
.401,

n
o
te 13;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1031,

p
.

150.

148
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

282,
p
.401,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1027,

p
.

145.

149
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

II,
n
°1033,

p
.150.

150
）

C
iv
.
2 ju

in 1862,
D
.
1862.

1.
358,

S
.
1862.

1.
661;

C
iv
.
9

 
m
a
rs
 
1886,

D
.
1886.

1.
353,

S
.
1888.

1.
241.-

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1034,

p
.

151.
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151
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

282,
p
.401,

tex
te et n

o
te 14.

152
）

C
iv
.
9 m

a
rs 1886,

D
.
1886.

1.
353,

S
.
1888.

1.
241.-

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1034,
p
p
.151

152 et n
°1035,

p
p
.152

153.

153
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

II,
n
°1035,

p
p
.152

153.

154
）

G
u
illo

u
a
rd
,
h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°1493

I,
p
.392.

155
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

II,
n
°1035

I,
p
p
.153

154.

156
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

282,
p
.402,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1036,

p
.

154.

157
）

R
eq
.
6 n
o
v
.
1860,

D
.
1861.

1.
84,

S
.
1861.

1.
25.-

A
u
b
ry

 
et R

a
u
,
t.
III,

282,
p
.402,

tex
te
 
et n

o
te
 
22;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1036,

p
.

155.

158
）

R
eq
.
6 n
o
v
.
1860,

D
.
1861.

1.
84,

S
.
1861.

1.
25.-

A
u
b
ry

 
et R

a
u
,
t.
III,

282,
p
.402,

tex
te et n

o
te 21.

159
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1036,

p
.155.

160
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

282,
p
.403,

tex
te et n

o
te 24;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1037,
p
.155.

161
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

282,
p
.403,

tex
te et n

o
te 26;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1037
I,
p
.156.

162
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

282,
p
.403,

tex
te et n

o
te 25.

163
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1037

II,
p
.157.

六

夫
破
産
時
に
お
け
る
法
定
抵
当
権
の
制
限

１

破
産
債
権
者
の
保
護

五
〇

商
法
は
、
夫
が
破
産
し
た
場
合
に
つ
き
、
法
定
抵
当
権
の

目
的
物
（⇒

五
二－

五
五
）
及
び
被
担
保
債
権
（⇒

五
六
）
を
限
定

す
る
（
一
八
三
八
年
改
正
商
法
五
六
三
条
・
五
六
四
条
）。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
の
限
定
が
さ
れ
る
の
は
、
「
婚
姻
挙
式
時
に
夫
が
商
人
で
あ

る
と
き
、
又
は
婚
姻
挙
式
時
に
他
の
一
定
の
職
を
有
さ
な
い
夫
が
挙

式
か
ら
一
年
以
内
に
商
人
と
な
っ
た
と
き
」
に
限
ら
れ
る
（⇒

五

七
）。五

一

一
八
三
八
年
改
正
商
法
四
四
六
条
又
は
四
四
七
条
に
違
反

し
て
疑
わ
し
き
期
間
（⇒

一
五
）
中
に
設
定
さ
れ
た
抵
当
権
の
無
効

の
主
張
権
者
は
、
債
権
者
団
体
を
代
表
す
る
管
財
人
（sy

n
d
ic

）
に
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限
ら
れ
る164

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
八
三
八
年
改
正
商
法
五
六
三
条
・

五
六
四
条
の
妻
の
権
利
の
制
限
は
、
す
べ
て
の
利
害
関
係
人
が
、
そ

れ
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る165

）。
一
八
三
八
年
改
正
商
法
四
四
六
条

は
「
債
権
者
団
体
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
」
と
限
定
を
付
す
が
、

一
八
三
八
年
改
正
商
法
五
六
三
条
・
五
六
四
条
は
、
そ
の
よ
う
な
限

定
を
付
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
破
産
者
（fa

illi

）

（
夫
）
の
抵
当
権
者
も
、
法
定
抵
当
権
の
制
限
を
主
張
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

164
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1352,

p
.448.

165
）

C
iv
.
8 d
ec.

1897,
D
.
1898.

1.
161,

S
.
1898.

1.273.-
A
u
b
ry

 
et R

a
u
,
t.
III,

264
 
ter
,
p
p
.234

235,
tex

te
 
et n

o
te
 
50;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1013
I,
p
p
.126

127.

2

目
的
物
の
限
定

五
二

一
八
〇
七
年
商
法
に
よ
れ
ば
、

夫
が
婚
姻
挙
式
時
に
商

人
で
あ
る
と
き
は
、
妻
は
、
妻
が
嫁
資
と
し
て
持
参
し
た
こ
と
を
公

署
証
書
に
よ
り
証
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
金
銭
又
は
動
産
、
婚
姻
中

に
譲
渡
さ
れ
た
財
産
の
買
換
え
、
及
び
妻
が
夫
と
と
も
に
負
担
し
た

債
務
の
補
償
金
に
つ
き
、
婚
姻
挙
式
時
に
夫
が
所
有
し
て
い
た
不
動

産
に
限
り
抵
当
権
を
有
す
る
」（
一
八
〇
七
年
商
法
五
五
一
条
）。
ま

た
、

夫
が
婚
姻
挙
式
か
ら
一
年
以
内
に
商
人
と
な
っ
た
と
き
」（
一

八
〇
七
年
商
法
五
五
三
条
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
一
八
〇
七
年
商
法
は
、

夫
が
婚
姻
挙
式
時
に
商
人
で
あ
る

と
き
」
又
は
「
夫
が
婚
姻
挙
式
か
ら
一
年
以
内
に
商
人
と
な
っ
た
と

き
」
で
、
か
つ
夫
が
破
産
し
た
場
合
に
つ
き
、

妻
が
嫁
資
と
し
て

持
参
し
た
こ
と
を
公
署
証
書
に
よ
り
証
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
金
銭

又
は
動
産
、
婚
姻
中
に
譲
渡
さ
れ
た
財
産
の
買
換
え
、
及
び
妻
が
夫

と
と
も
に
負
担
し
た
債
務
の
補
償
金
」
の
三
種
類
の
債
権
を
被
担
保

債
権
と
す
る
法
定
抵
当
権
に
つ
き
、
目
的
物
を
「
婚
姻
挙
式
時
に
夫

が
所
有
し
て
い
た
不
動
産
」
に
限
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
夫
が
婚

姻
挙
式
後
に
取
得
し
た
不
動
産
は
、
す
べ
て
、
三
種
類
の
債
権
を
被

担
保
債
権
と
す
る
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
さ
れ
な
い
。

一
八
〇
七
年
商
法
が
妻
の
権
利
を
過
剰
に
制
限
す
る
も
の
で
あ
る166

）

こ
と
を
理
由
に
、
一
八
三
八
年
改
正
商
法
は
、
法
定
抵
当
権
の
目
的

物
の
範
囲
を
拡
大
す
る
。
す
な
わ
ち
、

婚
姻
挙
式
時
に
夫
が
商
人

で
あ
る
と
き
、
又
は
婚
姻
挙
式
時
に
他
の
一
定
の
職
を
有
さ
な
い
夫

が
挙
式
か
ら
一
年
以
内
に
商
人
と
な
っ
た
と
き
は
、
…
妻
の
法
定
抵
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当
権
の
目
的
物
は
、
婚
姻
挙
式
時
に
夫
が
所
有
し
て
い
た
不
動
産
、

又
は
婚
姻
挙
式
時
以
降
に
夫
が
相
続
、
生
前
贈
与
若
し
く
は
遺
言
贈

与
に
よ
り
取
得
し
た
不
動
産
に
限
る
」（
一
八
三
八
年
改
正
商
法
五

六
三
条
）。
し
た
が
っ
て
、
法
定
抵
当
権
の
目
的
か
ら
除
外
さ
れ
る

不
動
産
は
、
夫
が
婚
姻
挙
式
後
に
有
償
で
取
得
し
た
不
動
産
に
限
ら

れ
る167

）。
有
償
取
得
不
動
産
を
法
定
抵
当
権
の
目
的
か
ら
除
外
す
る
根

拠
は
、
夫
が
有
償
で
取
得
し
た
不
動
産
は
債
権
者
の
担
保
と
な
る
べ

き
金
銭
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
と
の
推
定
に
あ
る
の
で
、
夫
が
無
償

で
取
得
し
た
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
法
定
抵
当
権
の
目
的
か

ら
除
外
す
る
理
由
は
な
い
か
ら
で
あ
る168

）。
な
お
、
一
八
三
八
年
改
正

商
法
は
、
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
を
拡
大
す
る
一
方
で
、
目
的
物
を

限
定
さ
れ
る
法
定
抵
当
権
の
被
担
保
債
権
と
し
て
「
婚
姻
挙
式
後
に

相
続
又
は
生
前
若
し
く
は
遺
言
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
金
銭
及
び
動

産
の
う
ち
妻
が
そ
の
引
渡
し
又
は
支
払
い
を
確
定
日
付
付
証
書
に
よ

り
証
明
し
た
も
の
」（
一
八
三
八
年
改
正
商
法
五
六
三
条
一
号
）
を

加
え
る
。

五
三

夫
が
婚
姻
挙
式
時
に
所
有
し
て
い
た
不
動
産
に
、
婚
姻
挙

式
後
、
何
ら
か
の
改
良
を
施
し
た
と
き
又
は
建
物
を
建
築
し
た
と
き

は
、
法
定
抵
当
権
の
効
力
は
原
則
的
に
価
値
増
加
分
に
及
ぶ
。
な
ぜ

な
ら
、

抵
当
権
は
抵
当
不
動
産
に
つ
き
さ
れ
た
改
良
の
す
べ
て
に

拡
張
す
る
」（
二
一
三
三
条
）
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
八
三
八

年
改
正
商
法
五
六
三
条
は
婚
姻
挙
式
後
の
有
償
取
得
部
分
の
法
定
抵

当
権
を
否
定
す
る
の
で
、
オ
ブ
リ
ー＝

ロ
ー
及
び
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ

カ
ン
チ
ヌ
リ＝

ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
こ
の
規
定
の
要
件
を
具
備
し
た
と

き
に
つ
い
て
は
、
一
八
三
八
年
改
正
商
法
五
六
三
条
を
適
用
し
て
、

価
値
増
加
分
に
対
す
る
法
定
抵
当
権
の
効
力
を
認
め
な
い169

）。
そ
の
理

由
に
つ
き
、
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ＝

ド
・
ロ
ワ
ヌ
曰
く
、

法
律
は
、
価
値
増
加
分
（v

a
leu
r

）
が
夫
の
債
権
者
の
金
銭
を
利

用
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
。
法
律
は
、
債
権
者
に
損

害
を
与
え
て
ま
で
、
夫
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
物
の
価
値
を
増
加
さ

せ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
き
、

﹇
法
定
﹈
抵
当
権
が
新
建
物
を
目
的
と
す
る
と
な
れ
ば
、
債
権
者
に

損
害
を
与
え
る
結
果
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
一
三
三
条
は
適
用

さ
れ
な
い170

）」。

五
四

婚
姻
中
に
無
償
で
取
得
し
た
不
動
産
は
、
夫
が
破
産
し
た

と
き
で
あ
っ
て
も
、
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
（
一
八
三
八
年
改

正
商
法
五
六
三
条
）（⇒

五
二
）。
し
た
が
っ
て
、
他
の
相
続
人
と
と

も
に
夫
が
婚
姻
中
に
不
動
産
を
相
続
し
た
と
き
は
、
夫
の
不
分
割
部

分
（p

a
rt in

d
iv
ise

）
は
法
定
抵
当
権
の
目
的
で
あ
る
。
分
割
に
よ

り
夫
が
不
動
産
全
体
の
所
有
者
と
な
っ
た
場
合
、
又
は
換
価
処
分

（licita
tio
n

）
に
よ
る
売
却
で
夫
が
不
動
産
の
競
落
人
と
な
っ
た
場

合
に
つ
き
、
法
定
抵
当
権
の
効
力
が
不
動
産
の
全
体
に
及
ぶ
の
か
ど

（79-４- ）985 47

一九世紀フランス法における「妻の法定抵当権」の概要㈡（香山）



う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
場
合
に
分
け
て
考
察
さ
れ
る

（⇒
①

－171
）②172
））。

①

相
続
財
産
（b

ien
s
 
h
ered

ita
ires

）
の
現
物
分
割
（p

a
r-

ta
g
e en

 
n
a
tu
re

）
の
結
果
と
し
て
夫
が
不
動
産
全
体
を
取
得
し
た

と
き
は
、
こ
の
不
動
産
の
全
体
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る173

）。
な

ぜ
な
ら
、

こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
夫
は
債
権
者
の
金
銭

で
そ
れ
を
取
得
し
た
と
の
法
的
推
定
が
働
か
な
い
か
ら
で
あ
る174

）」。

②

分
割
に
お
い
て
夫
が
補
足
金
（so

u
lte

）
を
支
払
っ
て
不
動

産
全
体
を
取
得
し
た
場
合
、
又
は
不
動
産
全
体
の
取
得
が
換
価
処
分

に
よ
る
場
合
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
る
。

一
八
〇
四
年
法
八
八
三
条
は
、

各
共
同
相
続
人
は
、
自
己
の
取

分
（lo

t

）
と
な
っ
た
財
産
（effets

）
又
は
換
価
処
分
に
よ
り
取
得

し
た
財
産
を
、
単
独
か
つ
直
接
（im

m
ed
ia
tem

en
t

）
に
相
続
し

た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
相
続
財
産
に
つ
い
て
は
、
初
め

か
ら
所
有
権
を
有
さ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
。

判
例
は
、
こ
の
規
定
に
よ
り
夫
は
不
動
産
の
全
体
を
婚
姻
中
に
無
償

で
取
得
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
に
、
法
定
抵
当
権
の

効
力
が
不
動
産
全
体
に
及
ぶ
こ
と
を
肯
定
す
る175

）。
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ

カ
ン
チ
ヌ
リ＝

ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
こ
れ
を
支
持
す
る
。
そ
の
理
由
に

つ
き
、
曰
く
、
一
八
三
八
年
改
正
商
法
五
六
三
条
は
「
婚
姻
挙
式
後

に
夫
が
相
続
…
に
よ
り
取
得
し
た
不
動
産
だ
け
が
法
定
抵
当
権
の
目

的
と
な
る
と
規
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
続
財
産
の
分
割
に
お
い

て
夫
が
補
足
金
を
支
払
っ
て
取
得
し
た
不
動
産
又
は
換
価
処
分
に
よ

る
競
売
で
取
得
し
た
不
動
産
が
、
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
不
動
産
に

あ
た
る
の
か
ど
う
か
が
、
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
答

え
は
八
八
三
条
の
中
に
二
つ
も
記
さ
れ
て
い
る
。
八
八
三
条
に
よ
れ

ば
、
夫
は
、
自
己
の
取
分
と
な
っ
た
財
産
又
は
換
価
処
分
に
よ
り
取

得
し
た
財
産
の
す
べ
て
に
つ
き
、
被
相
続
人
（d

efu
n
t

）
を
相・
続・
し・

た・
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
夫
は
相
続
に
よ
り
不
動
産

を
取
得
す
る
。
さ
ら
に
法
律
は
、
夫
は
被
相
続
人
を
単
独
か
つ
直
接

に
相
続
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
規
定
す
る
。
相
続
人
で
あ
る
夫

と
被
相
続
人
と
の
間
に
、
仲
介
者
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
遺
言
が
存
在
し
な
い
以
上
、
相
続
は
、
も
は
や
存
在
し
な
い

者
の
財
産
の
所
有
権
を
取
得
す
る
唯
一
の
方
法
に
他
な
ら
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
夫
は
相
続
に
よ
り
不
動
産
を
取
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
商
法
五
六
三
条
に
よ
れ
ば
、
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
不
動

産
は
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
〔
傍
点
部
分
は
原
文
イ
タ
リ
ッ

ク176
）〕」。

こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ブ
リ
ー＝

ロ
ー
は
、
八
八
三
条
の
適
用
を
否

定
し
た
上
で
、
夫
に
よ
る
他
の
相
続
人
の
不
分
割
部
分
の
取
得
は
有

償
取
得
で
あ
り
、
一
八
三
八
年
改
正
商
法
五
六
三
条
は
有
償
取
得
部

分
の
法
定
抵
当
権
を
否
定
す
る
の
で
、
不
動
産
全
体
に
法
定
抵
当
権
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の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
は
な
い
と
解
す
る177

）。
そ
の
理
由
に
つ
き
、
曰
く
、

こ
の
問
題
に
八
八
三
条
は
適
用
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

夫
が
自
己
の
金
銭
を
も
っ
て
共
同
相
続
人
の
不
分
割
部
分
を
取
得
し

た
場
合
に
お
い
て
、
か
つ
て
夫
が
不
分
割
部
分
だ
け
を
有
し
て
い
た

不
動
産
の
全
体
を
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
す
る
こ
と
は
、
八
八
三
条

の
原
則
を
不
必
要
に
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
商
法
五
六
三
条

の
特
別
規
定
に
穴
を
開
け
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
夫
が
自
己
の
金

銭
を
用
い
て
取
得
し
た
不
分
割
部
分
を
、
夫
が
相
続
に
よ
り
取
得
し

た
不
動
産
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い178

）」。

五
五

一
八
三
八
年
改
正
商
法
五
六
三
条
に
よ
り
法
定
抵
当
権
の

目
的
か
ら
除
外
さ
れ
る
不
動
産
は
、
夫
が
破
産
時
に
所
有
す
る
不
動

産
に
限
ら
れ
ず
、
破
産
以
前
に
譲
渡
し
た
不
動
産
を
含
む179

）。
破
産
以

前
に
譲
渡
し
た
不
動
産
が
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
と
す
れ
ば
、

破
産
債
権
者
の
利
益
は
、
法
定
抵
当
権
行
使
に
よ
り
不
動
産
所
有
権

を
失
っ
た
第
三
取
得
者
が
行
使
す
る
、
担
保
責
任
に
基
づ
く
請
求
権

（reco
u
rs en

 
g
a
ra
n
tie

）
に
よ
り
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。

166
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.234,

n
o
te 49.

167
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.235,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1012,

p
p
.

125
126.

168
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.235,

tex
te.

169
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.235,

tex
te et n

o
te 51;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1014,
p
.129.

170
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

II,
n
°1014,

p
.129.

171
）

夫
が
婚
姻
挙
式
以
前
に
不
分
割
部
分
を
有
し
、
婚
姻
挙
式
後
に

分
割
又
は
換
価
処
分
で
不
動
産
全
体
の
所
有
者
と
な
っ
た
と
き
に
も
、

同
様
の
問
題
が
生
じ
る
。

172
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1015,

p
p
.129

132.

173
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.236,

tex
te et n

o
te 52;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1015,
p
.130.

174
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.236,

n
o
te 52.

175
）

C
iv
.
10 n

o
v
.
1869,

D
.
1869.

1.
501,

S
.
1870.

1.
5.

176
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

II,
n
°1015,

p
.131.

177
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.236,

tex
te et n

o
te 52.

178
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.236,

n
o
te 52.

179
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.238,

tex
te et n

o
te 60;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

1013,
p
.126.
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3

被
担
保
債
権
の
限
定

五
六

妻
は
、
破
産
の
場
合
に
お
い
て
、
夫
婦
財
産
契
約
に
記

載
さ
れ
た
利
益
に
つ
き
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（
一

八
三
八
年
改
正
商
法
五
六
四
条
）（
一
八
〇
七
年
商
法
五
四
九
条
・
五

五
三
条
参
照
）。
し
た
が
っ
て
、
夫
が
破
産
し
た
と
き
は
、
妻
は
、

夫
婦
財
産
契
約
で
夫
が
妻
に
与
え
た
婚
姻
上
の
利
益
（⇒

二
五
）
を

被
担
保
債
権
と
す
る
法
定
抵
当
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い180

）。

婚
姻
中
に
夫
が
妻
に
対
し
て
し
た
贈
与
は
婚
姻
上
の
利
益
で
は
な

い
が
、
そ
れ
は
婚
姻
上
の
利
益
と
同
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、

妻
は
、
そ
の
履
行
請
求
権
を
被
担
保
債
権
と
す
る
法
定
抵
当
権
を
行

使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い181

）。

180
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.235,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°987,

p
p
.92

93.

181
）

R
eq
.
2 m

a
rs 1881,

D
.
1881.

1.
401,

S
.
1881.

1.
145.-

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

987,
p
.93.

4

要
件

五
七

一
八
三
八
年
改
正
商
法
五
六
三
条
・
五
六
四
条
は
、

婚
姻

挙
式
時
に
夫
が
商
人
で
あ
る
と
き
、
又
は
挙
式
時
か
ら
一
年
以
内
に

商
人
と
な
っ
た
と
き
」
に
限
り
、
適
用
さ
れ
る
（⇒

①－

③
）。

①

夫
が
商
人
で
あ
る
こ
と
の
当
否
は
、
夫
婦
財
産
契
約
に
お
け

る
夫
の
資
格
（q

u
a
lite

）
で
は
な
く
、
挙
式
時
に
お
け
る
夫
の
現

状
か
ら
判
断
さ
れ
る182

）。
し
た
が
っ
て
、
夫
婦
財
産
契
約
に
お
い
て
商

人
の
資
格
を
得
て
い
な
く
と
も
、
夫
が
婚
姻
挙
式
時
に
商
行
為

（a
cte d

e co
m
m
erce

）
を
し
て
さ
え
い
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
、
こ

れ
ら
の
規
定
の
要
件
は
具
備
す
る
。
ま
た
、
公
証
人
の
よ
う
に
、
商

行
為
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
職
に
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

夫
が
実
際
に
商
行
為
を
し
て
い
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
適
用
さ
れ

る183
）。②

夫
婦
財
産
契
約
に
お
い
て
夫
が
商
人
の
資
格
を
有
し
て
い
た

と
し
て
も
、
夫
が
実
際
に
商
人
で
な
か
っ
た
と
き
、
又
は
挙
式
時
か

ら
一
年
以
内
に
商
人
と
な
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
は

適
用
さ
れ
な
い184

）。

③

事
実
上
の
破
産
（fa

illite
 
d
u
 
fa
it,

o
u
 
fa
illite

 
n
o
n

 
d
ecla

ree
185
））」

の
理
論
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
破
産
宣
告

（d
ecla

ra
tio
n d

e la fa
illite

）
が
さ
れ
て
お
ら
ず
と
も
、
夫
が
支

（79-４- ）50 988
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払
停
止
の
状
態
に
有
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
適
用
さ
れ
る186

）。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
規
定
は
、
実
際
に
破
産
宣
告
が
可
能
な
場
合
に
限
り
適
用

さ
れ
る
の
で
、
夫
の
死
亡
か
ら
一
年
以
上
が
経
過
し
て
い
る
と
き

（
一
八
三
八
年
改
正
商
法
四
三
七
条
参
照
）、
又
は
、
す
で
に
夫
が
商

人
で
な
く
な
っ
て
い
る
と
き
は
、
適
用
さ
れ
な
い187

）。

182
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.237,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°983,

p
.87.

183
）

R
eq
.
5 ju

ill.
1837,

J
.
G
.,
v
°C
om
m
erçan

t,
n
°89,

S
.
1837.

1.
923;

R
eq
.
24 ja

n
v
.
1872,

D
.
1872.

1.
93,

S
.1872.

1.
231.-

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.237,

tex
te et n

o
te 53;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,
n
°

983,
p
.87.

184
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.237,

tex
te et n

o
te 54.

185
）

C
f.
T
h
a
ller,

n
1051

1056,
p
p
.833

836.

186
）

C
iv
.
28 d

ec.
1840,

J
.
G
.,
v
°F
aillite

,
n
°1085,

S
.
1841.

1.

31;
R
eq
.
29 a

v
ril 1889,

D
.
1890.

1.
19,

S
.
1889.

1.
425.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.237,

tex
te et n

o
tes 55 a

56;
B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1012,

p
.125.

187
）

R
eq
.
4 d

ec.
1854,

S
.
1855.

1.
298;

R
eq
.
14 a

v
ril 1858,

S
.
1858.

1.
670.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

264 ter
,
p
.237,

tex
te

 
et n

o
te 57.

（
未
完
）

【
付
記
】

拙
稿
「
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
『
妻
の
法

定
抵
当
権
』
の
概
要
（
一
）－

オ
ブ
リ
ー＝

ロ
ー
の
所
説
を
よ
り
ど

こ
ろ
に－

」
九
州
大
学
『
法
政
研
究
』
第
七
九
巻
第
一
・
二
合
併
号

（
二
〇
一
二
年
）
を
以
下
の
よ
う
に
訂
正
し
ま
す
（
誤→

正
）。

・

八
八
頁
下
段
七
行

《
a
cte n

o
ta
ie 》

→
《
a
cte n

o
ta
rie 》

（79-４- ）989 51

一九世紀フランス法における「妻の法定抵当権」の概要㈡（香山）


